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会 社 名  Ｎ Ｄ Ｓ  株 式 会 社

代表者名  取締役社長  伊 藤  卓 志

（コード番号１９５６ 東証・名証１部）

問合せ先  執行役員総務部長 小 川 眞 吾

（ Ｔ Ｅ Ｌ ０ ５ ２ － ２ ６ ３ － ５ ０ １ １ ）

社外取締役および監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付にて当社定款第２６条および第３３条に規定する責任限定契約を社外取締役および

監査役との間で締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．社外取締役および監査役の氏名

  社外取締役 藤 本 和 久

  監 査 役 長 瀬 稔

２．責任限定契約の締結日

平成２７年６月２４日

３．責任限定契約締結の理由

当社は、社外取締役および監査役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるよう、本日付に

て、上記の社外取締役および監査役との間に、当社定款第２６条および第３３条の規定に基づく責

任限定契約を締結いたしました。

なお、監査役（常勤監査役である者を除く。）との責任限定契約を締結することを可能とする定款

変更議案を、当社第６１期定時株主総会に付議し、当該議案は原案どおり承認可決されております。

【当社定款第２６条】

当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外取締役との間に、会社法第４２３条第１項

に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限

度額は、年額報酬の２年分の合計金額または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

【当社定款第３３条】

当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役（常勤監査役である者を除く。）との間

に、会社法第４２３条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく責任の限度額は、年額報酬の２年分の合計金額または法令の定める最低責任限度額

とのいずれか高い額とする。

以  上


